
  

第２部 欧米諸国における就業形態の多様化  
第２章  イギリス

第１節  概論
1  イギリスにおける多様な就業形態の広がり

イギリスでは、93年から97年の間に約93万人の雇用が創出され、失業率が長期にわたる低下傾向を示し
ている。このことについて、前保守党政権はイギリスの労働市場が柔軟化したことをその原因として強
調してきていた。実際、増加した雇用者数の労働形態をみてみると、常用のフルタイム雇用は1.9%のみ
となっている。また、労働者全体に占める多様な就業形態の割合も一貫して上昇してきており、イギリ
ス政府は同国の労働市場はアメリカに次いで最も柔軟化が進んでいる、と評価している。

まず、パートタイム労働についてみてみると、イギリスはオランダに次いでパートタイム比率の高い国
となっている。これはサービス産業化の進展、女性労働の増大(女性自身のパートタイム就労希望及び女
性が働きに出ることによる店舗開店時間等の延長ニーズへの対応)と軌を一にしている。後者について
は、ヨーロッパ諸国の中でもイギリスでは伝統的に家庭における女性の役割が重視されてきたことにも
起因している。したがって、イギリスでは家庭責任、とりわけ育児責任を負う女性の多くがパートタイ
ム就労を選択している。この結果パートタイム労働に占める女性比率は82.9%と圧倒的に女性中心となっ
ている。一方で、男性については、パートタイム労働比率も8.2%と低く、また、非自発的パートタイム
労働者が23.8%を占め(男女計では12.3%)、さらに年々増加してきている。こうしたことから、イギリス
においては、パートタイム労働はいわばフルタイム労働に劣る労働形態、とりわけ男性労働者にとって
は望ましくない労働形態ととらえられる面があることがうかがえる。

臨時雇用についてみてみると、臨時雇用者の割合をヨーロッパ統計局(97年)の数値でみると、イギリスは
7.3%とベルギー、ルクセンブルクに次いで低い数値となっている。しかしながら、臨時雇用者の割合は
一貫して上昇しており、特に派遣労働者の増加が著しい。また、臨時雇用者については男女の偏りはあ
まりみられない。一方、パートタイム労働以上に非自発的臨時雇用者の割合が高い。
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第２章  イギリス

第１節  概論
2  イギリスにおける多様な就業形態をめぐる経緯・制度の枠組み等

イギリスにおいて、パートタイム労働が必ずしも労働者、特に男性労働者にとって望ましい形態として
位置づけられてこなかったことには、いくつかの要因が挙げられる。まず、イギリスにおいては、他の
大陸諸国と異なり、パートタイムとフルタイムの均等待遇を規定する法制がない。賃金等の労働条件に
ついては、パートタイム労働者は女性が大半を占めることから、フルタイム労働者との差別的取扱いが
性差別禁止法に規定する間接差別に該当するとした判決がいくつか出され、また労働組合会議(TUC)も性
差別禁止法あるいは平等賃金法違反を訴えることによりパートタイム労働者の労働条件の改善を図るこ
とを運動方針としてきた。しかしながら比較可能なフルタイム労働者に男性が存在しない場合やパート
タイム労働者自体に男性が相当数含まれるケースもあり、既存の差別禁止法制により完全にフルタイム
労働者との均等待遇が確保されるとは言い難いとTUCは指摘している。また、労働協約でパートタイム労
働者の労働条件を規定しているものは約4割に過ぎない。

また、前保守党政権下の反労働組合的政策の影響もあり、パートタイム労働の進展に当たり、当初労働
組合はほとんど関与せず、使用者側の需要に沿う形で進められたといえる。組合は、近年になって、
パートタイム労働者の権利保護のためのキャンペーンを実施したが(95年から2年間)、このときも保守党
政権下の労働政策の影響が最も深刻であった分野としてパートタイム労働を位置づけていた。労働者側
の就業ニーズに合致する等のパートタイム労働の肯定的な側面について労働組合が認識し、多様な就業
形態の広がりに対し積極的に関与する姿勢を持ち始めたのはごく最近のことである。

さらにパートタイム労働の労働条件を決定づける要因として、税・社会保障制度における取り扱いが挙
げられる。イギリスにおいては、税制では各種控除・給付制度に収入上限の設定があり、これによる労
働者側の就業調整の可能性が存在する。さらに、包括的な保険制度である国民保険については保険料拠
出収入下限が設定されており、これ以下の収入の場合、労使ともに保険料負担を免れると同時に、年金
等の受給資格も得られない。現在パートタイム労働者の約5分の2が下限以下の収入で働いていると試算
されている。

また、フルタイムからパートタイムへ転換する権利については、主に出産後の女性のパートタイム就労
への転換希望に応じるケースはかなりみられてきているが、権利として確立されてはいない。イギリス
では、出産後復職したフルタイム女性労働者の約半数がパートタイム労働を選択しており、なおかつそ
のほとんどが職場を変更しているとされる。その場合には労働条件が低下するケースが大半であると考
えられる。

次に、臨時雇用者の割合が必ずしも高くない要因としては、常用労働者に対する雇用保護法制のあり方
が影響しているとされる。イギリスでは、不当解雇規制はあるものの、これを雇用審判所に提訴する権
利は勤続2年以上の雇用者にのみ与えられるなど、大陸諸国に比し解雇規制は緩やか、すなわち雇用保護
の度合いは低いとされている。これがイギリスにおいて臨時雇用、特に有期雇用に対する使用者側の雇
用インセンティブがあまり強くない理由の一つと考えられている。なお、イギリスにおいては、近年財
政改革の一環として公務員の有期雇用化が進められてきており、このため、現在有期雇用者の約半数は
行政・教育・健康産業従事者となっている。この他の業種ではそれほど有期雇用が拡がってきていると
はいえない。

しかしながら、労働組合の積極的関与がみられず労働協約においても取り上げられないケースが多かっ
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たこと、常用労働者との均等待遇が明確化されていないこと、等はパートタイム労働と状況は変わらな
い。
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第２部 欧米諸国における就業形態の多様化  
第２章  イギリス

第２節  多様な就業形態の現状
1  パートタイム

(1)  推移

イ  パートタイム労働比率の高まり(図2-2-1)

イギリスでは、パートタイム労働者数の増加が顕著であり、84年から97年までの推移をみてみると、フ
ルタイム労働者数は3.2%しか上昇していないが、パートタイム労働者数は30.2%も増加している。ま
た、パートタイム比率も高まってきており、84年の21.1%から、97年には25.3%まで上昇している。特
に男性で伸びが大きくなっている(3.6→8.2%)が、これは、男性のフルタイム労働者が絶対数で減少して
いることにも起因している。

図2-2-1 パータイム雇用者数の推移
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ロ  パートタイム労働に占める女性比率(図2-2-2、 2-2-3、表2-2-1)

イギリスのパートタイム労働は圧倒的に女性が多い。パートタイム労働に占める女性比率は80年代の
90%台から97年には82.9%と下がってきてはいるが、それでも先進諸国の中でも高い水準となってい
る。特に、18歳以下の子供がいる女性労働者の60.8%はパートタイム労働者であり、家庭責任を有する
女性の多くがパートタイム労働を選択している。

図2-2-2 パートタイム比率の推移

図2-2-3 パートタイム比率

表2-2-1 子供のいる女性の就業状態の推移
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ハ  サービス産業中心(表2-2-2、 図2-2-4)

パートタイム労働者の産業別分布をみると、まず製造業では6.7%と極めて少ない。製造業におけるパー
トタイム労働比率も9.0%と低くなっており、この分野ではあまりパートタイム労働は進んでいない。ま
た、建設業、運輸業などもパートタイム労働者数は少ない。パートタイム労働者の約9割はサービス産業
に従事しており、ホテル・飲食業や行政・教育部門に集中している。さらに、サービス産業への集中は
年を追うごとに高まってきており、パートタイム労働の就業分野にあまり広がりはみられない。また、
男女別にみても、産業別割合、パートタイム労働比率ともに、大きな違いはみられない。

表2-2-2 産業別パートタイム労働者数
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図2-2-4 産業別パートタイム比率

ニ  職業別分布(図2-2-5、 表2-2-3)
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職種別にパートタイム労働者の就業状況をみると、事務職、販売職などがそれぞれパートタイム労働者
の約18%を占め、最も多くなっている。また、割合はまだ6%前後と低いものの、管理職や専門職のパー
トタイム労働者数の増加率が大きくなっている。男女別にみると、女性の方がより低技能職に集中する
傾向がみられ、事務職、警備職などは、女性のパートタイム労働では大きな割合を占めているが、男性
ではあまり多くみられない。

表2-2-3 職業別パートタイム労働者数の推移

図2-2-5 職業別パートタイム労働者比率の推移
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ホ  年齢別分布

パートタイム労働者を年齢別にみると、一番集中しているのが35歳から49歳の層で、女性が圧倒的に多
くなっている。また、同一年齢層の労働力人口に対するパートタイム労働者数の比率をみると、35歳か
ら49歳の女性の50%弱がパートタイム労働に従事している。男性では、20歳から64歳までのパートタイ
ム労働従事者は6%と非常に少なく、10歳台か65歳台がパートタイム労働に従事している。

ヘ  労働時間別分布(図2-2-6)

女性パートタイム労働者の年齢別労働時間分布をみると、ホワイトカラーでは全ての年齢層で8～16時間
が最も多くなっている。一方ブルーカラーでは25～59歳層では16～21時間が最も多くなっている。

図2-2-6 年齢別・労働時間別分布(女性パートタイム)

ト  2ジョブホルダーの増加

パートタイム労働の増加は2つ目の仕事としてパートタイム就労する労働者の増加にもよる。この数は84
年の70万人から97年には124万人に増加している。とりわけ女性の増加が目立っている。

労働組合会議(TUC)では、この現象を問題視しており、特に2つの仕事の収入の合計が国民保険料の収入
下限を超えていても、単独の収入では下限以下となる場合、保険に加入することはできないことを問題
としている(p278(ハ)参照)。
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第２部 欧米諸国における就業形態の多様化  
第２章  イギリス

第２節  多様な就業形態の現状
1  パートタイム

(2)  背景

イ  パートタイム労働者の就労理由(図2-2-7、 8、表2-2-4、 5)

(イ)  女性の家庭責任とパートタイム労働者

イギリスのパートタイム労働者は前述したように女性が圧倒的に多くなっているが、女性労働者に占め
るパートタイム労働者比率をみると、女性全体では44.1%なのに対し、18歳以下の子供がいる女性では
60.8%とずっと高くなっている。特に子供の年齢が0～4歳の場合、65.0%がパートタイム労働を選択して
いる。こうしたことから、家庭責任を有する女性の多くがその仕事との両立を図るためにパートタイム
労働を選択していることがうかがえる。

これは、パートタイム就労の理由にも表れている。女性のパートタイム労働者の就労理由はフルタイム
の就労を望まないとする者が79%となっており、いわゆる自発的パートタイムの割合が男性を上回って
いるが、この内訳をみた96年秋の調査では、フルタイム就労を望まない理由として、家族とより多くの
時間を過ごしたい(38%)、家庭の事情(32%)などとなっている。

一方で、常用雇用と臨時雇用との割合をみてみると、子供の有無等による差異はほとんど認められな
い。このため、女性の就業行動において家庭責任の有無は、主に労働時間の決定にのみ影響を及ぼすと
考えられる。

図2-2-7 就労理由別パートタイム労働者数の推移
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図2-2-8 就労理由別パートタイム労働者割合(97年)
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表2-2-4 パートタイム就労の理由の推移
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表2-2-5 婚姻状況・子供の有無別就業状態(97年3～5月期、原数値)

1999年 海外労働情勢



(ロ)  保育施設と女性のパートタイム就労

イギリスにおいては、保育所が少ないために、フルタイムでの就労を継続できない、あるいはパートタ
イム就労をせざるを得ないということがしばしば指摘される。80年の女子雇用調査により、働く女性の
保育状況をみると、就学前児童を保育所に預けている者は実に少なく、夫や親戚などが保育をしている
ケースが多い。特にパートタイム労働者では50%が夫が保育をしている。なお、上述(イ)のフルタイム就
労を望まないとする者のうち3%は保育施設の不足を理由としている。

労働党政権は、その選挙公約を踏まえ、政府全体にわたってFamily Friendly Policyを打ち出している。
その中で、育児施設の充実と合わせ、家庭生活と両立できる職場環境の整備として、パートタイム就労
やフレックスタイム、ジョブ・シェアリング、自宅での就労等を呼びかけている。イギリスでは現在子
供の約7人に対し1人分の育児施設しかなく、また地域格差も大きいため、全ての両親とりわけ母親がフ
ルタイムで働ける環境を整備するにはあまりにも時間がかかり、むしろこのような職場環境の整備が現
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実的な解決策である、としている。

(ハ)  非自発的パートタイム労働者の増加

イギリスのパートタイム労働者の就労理由の推移をみると、84年にはフルタイムの仕事がないとするい
わゆる非自発的パートタイム労働者は8.7%であったが、97年には12.2%まで増加している。とりわけ男
性の上昇が大きく、16.7%から23.7%まで上昇しており、企業がより柔軟性を求める中で、フルタイムの
就労を望んでもその機会を得られない労働者が増えてきている。

ロ  使用者からみたパートタイム増加の要因

(イ)  パートタイム労働の導入理由-柔軟性の追求

IRS(労使関係サービス)が97年に71の企業に対して行った調査結果からパートタイム労働の使用理由をみ
ると、労働力の柔軟性の達成が約75%と最も多くなっている。その他特定の時期・時間に集中する仕事
への対応も多くなっている。これは、サービス産業などで、ライフスタイルの変化に見合った営業時間
やサービスの需要が生み出されており、近年、立法上の後押しもあって営業時間の延長や多様化がみら
れる。そして、その延長営業時間へのパートタイム労働者の導入が図られている。

また、IRS調査では、労働コストの削減をメリットとしてあげた企業は6社にすぎなかった。Institute of
Managementと労働組合会議(TUC)が共同で行った調査でも、37%の企業はパートタイム労働の賃金コス
トの削減における重要性を認めているが、45%は否定している。特に近年では、EUの社会政策にイギリ
スも加入することとなり、2000年までにはEUパートタイム指令の国内法化も図られるため、企業では賃
金や年金などをpro rataでパートタイム労働者にも適用するケースが増えてきており、むしろコスト的に
は頭数が増加する分固定経費がかさむとする使用者もある。

(ロ)  労働者のパートタイム就労希望に応えるため

IRSの調査結果では約3分の2の企業が、出産後職場復帰する女性労働者のパートタイムでの就労希望に応
えるため、と回答しており、パートタイム労働の使用理由で2番目に多いものとなっている。実際、パー
トタイム労働者はもともとパートタイムとして雇用した者のみと回答した企業が約半数であるのに対
し、約4分の1はフルタイムからの転向者が大半と回答し、残りの4分の1は両者が半々であると回答して
いる。また、労働者の出産・育児を理由としたパートタイム就労への転向要望に応じるかどうかについ
ては、約6割の企業が状況により応じるだろうと回答している。イギリスではこれまで法定の育児休業が
なかったことから、産休後の復帰の形態としてパートタイム労働を認めているケースが相当数あるとい
われている。なお、IRS調査では男性労働者(父親)の要望に応えるため、と回答した企業は1社もなかっ
た。

(ハ)  国民保険制度における保険料拠出収入下限(Lower Earnings Limit:LEL)との関係

イギリスのパートタイム労働の増加を説明するものとして、LELとの関係がしばしば指摘される。国民保
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険制度はイギリス居住の全ての人を対象とする普遍的な制度で、老齢、死亡、傷病、障害、出産、失
業、業務災害といった所得を喪失減退させるあらゆる事故を包括する総合的な社会保険制度である。対
象者は、1労働者、2自営業、3任意加入(非労働力やLEL未満の収入の人で拠出記録を維持しようとする
人。通常、UK国籍で海外で働く者が加入)、4高額所得の自営業、の4クラスに分かれる。クラス1の労働
者については、収入額のクラスに応じた保険料率で、労使それぞれが保険料を拠出するが、LEL(98年は
週64ポンド)未満の場合、労使とも保険料が免除される。しかし、この場合国民保険の受給資格も得られ
ないため、老齢年金等が受給できない。さらに、病気給付や産休給付受給資格など、LELと同じ所得水準
で支給要件が定められているものもあり、これらに係る負担も使用者は免れることになる。このような
低賃金でなおかつ社会保障制度にも加入できない労働者のほとんどがパートタイム労働者となってい
る。

最新の試算では、パートタイム労働者の5分の2がLEL以下の収入となっている。

ハ  労働組合の方針

(イ)  パートタイム労働者の組織率

パートタイム労働者の組織率は約20%で労働者全体の組織率(30.2%)を下回っている。しかしながら、こ
の水準は89年以降ほぼ横這いで、フルタイム労働者の組織率が約45%から約35%へと大きく低下してい
るのに比べると低下幅は小さい。パートタイム労働者の組織率が低い理由として、パートタイム労働者
の就労時間帯が組合や組合員の活動時間帯と合わないこと、職業生活と家庭生活との両立などパートタ
イム労働者の主要関心事項が労働組合の交渉事項になってこなかったこと、サービス産業などもともと
組織率の低い分野にパートタイム労働者が集中していること、等が指摘されている。

また、IRSの調査では、労働協約のある企業でもパートタイム労働者の労働条件を協約で定めているもの
は40%にすぎず、これもパートタイム労働者の労働条件を不利にしている原因となっている。

(ロ)  パートタイム労働に関する労働組合会議(TUC)の取組

英国労働組合のナショナルセンターであるTUCでは、87年の大会において、それまでのパートタイム労
働者の使用を認めない方針から、パートタイム労働者の組織化に積極的に取り組む方針に変更した。

また、TUCは、95年から2年間、パートタイム労働者の雇用の権利を拡大することをねらったキャンペー
ンを行った。これは、当時の保守党政権下で労働者の権利の切り下げがあり、なかでもパートタイム労
働が最も深刻な分野と考えたためである。その際の3つの主要な要求は、?フルタイム労働者と同一の権
利、?適正なレベルの最低賃金の導入、?LELによるさらなる差別の除去、である。このうち、?ついて
は、95年の規則改正(雇用保護法制に係る週所定労働時間要件の撤廃)、EUパートタイム指令によりほぼ
実現した、としている。?についても労働党政権により導入されたため、?のLELの問題をまだ解決されて
いないものとして重視している。

LELの解決に当たっては、労働者の負担の増加などにもつながりかねず、難しい問題であり、TUCとして
も1つの解決策を示すに入っていないが、基本姿勢として「最も増加している分野の労働者が基本的権利
の受給資格を得られない仕組みは維持すべきでない」としている。そして、LELに替わる控除制度の導
入、一定以下の水準の所得に対する低率の保険料率、LELの水準の引き下げ、等が考えられるとしてい
る。
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第２部 欧米諸国における就業形態の多様化  
第２章  イギリス

第２節  多様な就業形態の現状
1  パートタイム

(3)  労働条件

イ  賃金

96年の新賃金調査(New Earnings Survey:NES)結果をみると、女性パートタイム労働者の平均賃金は肉体
労働で時給(時間外手当を除く)4.17ポンド、非肉体労働では6.06ポンドとなっており、女性フルタイム労
働者の賃金水準(4.72ポンド、8.14ポンド)を下回っている。この水準は職業により大きな違いがあり、時
給が最も高い教員と最も低い賄い職とでは、賃金水準に3から4倍の開きがある。

職業別にパートタイムとフルタイムの賃金格差をみると、まず、女性パートタイム労働者の時間当たり
収入は男性フルタイム労働者の58.5%、女性フルタイム労働者の74.3%で(92年NES)、この格差は以前か
ら縮小していない。職種別にみると、専門職や準専門職、保険関連職はほとんど差がないが、販売職で
は、女性フルタイム労働者の8割、男性フルタイム労働者の5割と大きな格差になる。

かつては、パートタイム労働者の低収入の理由として、時間当たり賃金に格差があるとされていた
が、80年代に多くの企業で別建ての賃金表から同一の賃金表に変わっていった。このため、現在では、
むしろ低賃金の職種にパートタイム労働者が集中していることがその原因と考えられる。

ロ  時間外手当

パートタイム労働者の低収入の原因として、もう一つ、時間外労働に対する割増賃金がないことがよく
指摘される。これについて、まず、パートタイム労働者がどのくらい時間外労働を行っているかをみて
みると女性パートタイム労働者では、有給の時間外労働0.4時間、無給の時間外労働0.2時間と計0.6時間
の時間外労働を行っている。時間外労働を全くしない人も含んだ数値であることから、パートタイム労
働者の中にはかなり時間外労働する者が存在することがうかがえる。

次いで、時間外手当の支給状況を前出のIRS調査でみると7割の企業がフルタイム労働者の週労働時間を
超えて時間外労働をした場合に支給すると回答し、1割の企業がパートタイム労働者の週の所定労働時間
を超えた場合に支給すると回答し、1日当たりの労働時間を超えた場合に支給されるケースはほとんどな
い。

ハ  年金その他の労働条件
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IRSの調査では、ほとんどの企業が年金その他の福利厚生についてフルタイム労働者と同様の取り扱いを
している。この割合は93年に行われた同調査結果よりも増加しており(回答企業が異なるため、厳密な比
較はできないが)、ここ数年でパートタイム労働者に対する企業の取り扱いに変化がみられ、パートタイ
ム労働が一般化し、また、管理職や専門職など職種も広がるにつれて、むしろフルタイム労働者と均等
に取り扱うことに使用者がメリットを見出しているといえる。これは、上述したようなEUへの加盟に備
えた使用者側の姿勢の転換にもよるものでもある。しかしながら、パートタイム労働者計でみると女性
パートタイム労働者の32%しか企業若しくは個人年金に加入していない(女性フルタイム労働者では
65%、男性フルタイム労働者では75%)。

また、能力開発や昇進についても大半の企業がパートタイム労働者にも機会を与えると回答しており、
能力開発についてはフルタイム労働者と同様の機会を与えると回答している。しかしながら、一般には
パートタイム労働者の訓練機会は少ないとされている。
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第２部 欧米諸国における就業形態の多様化  
第２章  イギリス

第２節  多様な就業形態の現状
2  臨時雇用

(1)  推移

図2-2-16 雇用形態別年齢別臨時雇用者割合

イ  臨時雇用者の割合の増加(図2-2-9、 10、表2-2-6)

イギリスでは、90年以来臨時雇用者の全雇用者に占める割合が増加している。この割合は84年には5.2%
であったが、97年には7.4%まで上昇している。また、84年以降の新規就職者の3分の1が臨時雇用者とな
るなど、その役割は年々大きくなっている。

雇用形態別にみると、割合は低いが派遣労働者の増加が目立っている。また、92年以降は半数が有期雇
用者となっている。

さらに、臨時雇用者の約半数(46.4%)はパートタイムである。しかし、この割合は雇用形態により違いが
みられ、有期雇用では64.6%がフルタイムであるのに対し、随時契約では82.2%がパートタイムとなって
いる。
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男女別にみるとほぼ同数であるが、パートタイムでは女性の比率が高くなり、特に有期契約のパートタ
イム労働者が多い。

図2-2-9 臨時雇用者比率の推移

図2-2-10 雇用形態別臨時雇用者数の推移

表2-2-6 臨時雇用者数の推移
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ロ  産業別分布(図2-2-11、 12、13、 表2-2-7)

産業別にはサービス産業に集中しており、全体の80.3%を占めている。とりわけ、公務部門に集中してい
るが(37.1%)、これは政府による歳出削減の影響を受けた結果による。政府部門の大多数は有期雇用であ
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り、有期雇用者の53%は行政・教育・健康産業に従事している。このほか、ホテル・飲食業、金融業な
どで約15%と割合が高くなっており、特に金融業では90年代に入ってから、著しく増加している。

これを雇用形態別にみると、ホテル・飲食業では、随時・季節労働が多く、金融保険業では派遣労働が
多くみられるなど、業種により雇用形態の偏りがみられる。また、近年は製造業でも臨時雇用の増加が
みられ、84年の15万人から97年には21万人まで約40%も増加している。

図2-2-11 産業別臨時雇用者比率の推移

図2-2-12 産業別臨時雇用者数増加率(1984-1997年)

図2-2-13 産業別雇用形態別臨時雇用者割合
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表2-2-7 産業別臨時雇用者数の推移

ハ  職業別分布(図2-2-14、 15、表2-2-8)

職業別には専門職(18.2%)、事務職(19.2%)などが多くなっている。また、割合は5%と低いが、管理職で
大きく増加しており、91年の2万9千人から97年には8万3千人と186.2%も増加している。

これをさらに雇用形態別にみると、有期契約は専門職で最も多くみられる。派遣労働は事務職が約半数
を占めており、季節・随時労働では警備職が最も多いなど、職種別にみても、雇用形態によるばらつき
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がかなりみられる。

図2-2-14 臨時雇用者職業別割合の推移

図2-2-15 職業別雇用形態別臨時雇用者割合

表2-2-8 職業別臨時雇用者数
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ニ  年齢別分布(図2-2-16)

年齢別にみると、25～49歳層では、有期契約の割合が高く、若年層や引退年齢層では随時・季節労働の
割合が高くなっている。

ホ  就労理由(図2-2-17、 18、19、 表2-2-9)

臨時雇用者を就労理由別にみると、常用雇用職が見つからないとする者(非自発的臨時雇用者)が38.4%、
常用雇用を望まないとする者が29.8%、訓練の機会が与えられるとする者が 5.6%となっている。

非自発的臨時雇用者の割合は男性で高く、44.5%となっており、特に25～49歳層では約6割に上ってい
る。さらに、この割合については92年には男女計で36.5%、男性で43.9%であったものが、年々高まって
きている。

また、雇用形態別にみてみると、派遣労働者が最も非自発的選択が多くなっており、一方、随時・季節
労働では半数が常用雇用を望まないとしている。

図2-2-17 就労理由別臨時雇用者数の推移
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図2-2-18 就労理由別臨時雇用者割合(97年)
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図2-2-19 就労理由別雇用形態別臨時雇用者割合
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表2-2-9 臨時就労の理由の推移

ヘ  ゼロ時間契約

1999年 海外労働情勢



いわゆる「ゼロ時間契約」とは、就業時間が雇用契約に明記されていない雇用形態で、オン・コール(呼
び出し)労働ともいう。この形態の労働者は約140千人いる。このうち4分の1が週30時間以上働いてい
る。
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第２部 欧米諸国における就業形態の多様化  
第２章  イギリス

第２節  多様な就業形態の現状
2  臨時雇用

(2)  背景

イ  使用者が臨時雇用者を採用する理由

95年に雇用サービス庁の委託を受けてサセックス大学の雇用研究機構が臨時雇用者を使用する理由等に
ついて企業調査を行っている。

(イ)  臨時雇用者を使用する理由

最も多かった回答は「需要のピークに人員を合わせるため」で、63%の企業が選択している。ま
た、59%の企業が「従業員の休暇や病気による欠員を補うため」としている。このほか、産休をカバー
するため(38%)、一度きりの業務のため(39%)などが多くなっている。賃金コストを削減するため(6%)、
より雇用しやすいため(5%)、という理由はほとんど選択されていない。

この割合は当該企業の労働者に占める臨時雇用者の割合によっても差が出ており、50%以上の企業で
は、需要のピークに合わせるためが78%と圧倒的に多くなっている。

(ロ)  臨時雇用者から常用雇用者へ

前述の調査では、20%の企業が「常用雇用の試用として」と回答している。実際、臨時雇用、特に派遣
労働から常用雇用への転換はかなり広がっている。同調査で臨時雇用者を使用したことのある企業のう
ち実に68%が、過去3年間に臨時雇用者を常用雇用者として採用したことがある、と回答している。これ
は、大企業でより顕著で、従業員500人以上の企業では、92%となっている一方、50人未満の企業では
49%にとどまっている。

一方、常用雇用者への転換の可能性は従業員に占める臨時雇用者の割合が50%を超える企業では、非常
に低く、8.6%の企業が常用雇用者として採用したことがあると回答している。

また、業種別でも格差がみられる。現在の常用雇用者に占める臨時雇用者から過去3年以内に転換した者
の割合は、小売・ホテル業では約15%だが、製造業ではおおむね4%台と少なくなっている。

1999年 海外労働情勢



(ハ)  労働諸権利取得に係る勤続年数要件との関係(不当解雇に係る提訴権等)

イギリスでは、経営者が従業員を解雇するには、正当な解雇理由があること、解雇という手段が事業状
況などから正当と認められること、解雇手続が適法であること、などが求められる。そして、これらを
満たさない場合には、「不当解雇」として従業員は雇用審判所(Employment Tribunal)に訴えることがで
きる。しかしながら、この資格は勤続2年以上の従業員にしか与えられず(従来の6か月から前保守党政権
下の79年と85年に段階的に緩和)、これが実質的な解雇規制となっている。

この要件は他のヨーロッパ諸国と比べるとかなり緩い(すなわち雇用保護の度合いが低い)とされ、イギリ
スにおいて臨時雇用者の割合が必ずしも高くない原因はこのことにあるとの意見もある。しかしなが
ら、勤続2年という要件は、このほかにも余剰解雇給付、40週の延長出産休暇(14週までは全労働者)等の
資格要件にもなっており、使用者の臨時雇用導入の動機の1つとなってはいると考えられる。実際、臨時
雇用者の半数以上は勤続1年以下となっており、2年以上の者は約2割にすぎない。また、パートタイムで
も男性の21%、女性の12%は勤続6か月未満である。

なお、不当解雇の提訴権等に係る勤続年数要件については、99年１月に提出された「雇用関係法案」に
より1年に短縮される予定である(第１章第5節参照)。
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第２部 欧米諸国における就業形態の多様化  
第２章  イギリス

第２節  多様な就業形態の現状
2  臨時雇用

(3)  労働条件

イ  有期雇用

雇用期間は6～12か月が一般的である。5分の2は1年以上の契約期間だが、これらの多くは公務部門に就
労している。

平均賃金(時間額)は6.86ポンドである(貿易産業省資料より)。

ロ  派遣労働

派遣期間の平均は5か月で、98年3～5月期のデータでは、派遣労働者の3分の1は現在の仕事に就いて3か
月未満で、10%は1か月未満である。平均賃金(時間額)は4.59ポンドである(貿易産業省資料より)。
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